
川崎市病院局リハビリ職免取扱要綱 

平 成 １ ９ 年 ４ 月 １ 日 

１９川病総庶第７４４号 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、川崎市病院局企業職員（以下「職員」という。）が定期

的に通院してリハビリテーション等又は人工透析を受ける場合の川崎市職員

の職務に専念する義務の免除に関する規則（昭和４６年川崎市人事委員会規

則第８号）第２条第１項第１３号の規定に基づく職務に専念する義務の免除

（以下「リハビリ職免」という。）に係る取扱いに関し、必要な事項を定め

るものとする。 

（対象職員） 

第２条 リハビリ職免の対象者は、地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号

）第２８条第２項第１号に掲げる理由に該当して同項の規定による休職にさ

れた職員その他の心身の故障のため長期に休養していた職員で、職務に復帰

後も、医師の診断に基づき定期的に通院してリハビリテーション等を受ける

必要があり、正規の勤務時間外に通院することが困難な職員（同法第２２条

の２第１項に規定する会計年度任用職員を除く。）とする。 

（承認時間等） 

第３条 リハビリ職免は、定期的に通院を要する期間内に、週１回、半日を限

度として、必要な時間について承認するものとする。 

（添付書類） 

第４条 川崎市病院局企業職員服務規程（平成１７年川崎市病院局規程第１７

号）第１５条第２項の関係書類は、定期的に通院を要する旨の医師の診断書

とする。 

（委任） 



第５条 この要綱に定めるもののほか、リハビリ職免に関し必要な事項は、病

院局長が定める。 

附 則 

この要綱は、平成１９年４月１日から施行する。 

附 則（平成２２年３月３１日２１川病総庶第２１９５号） 

この要綱は、平成２２年４月１日から施行する。 

附 則（平成３０年４月１日３０川病総庶第２２１９号） 

この要綱は、平成３０年４月１日から施行する。 

附 則（令和２年４月１日２川病総庶第９６５号） 

この要綱は、令和２年４月１日から施行する。 

 


